
      あさぎり町就学援助実施要綱 

  （目的） 

第１条  この要綱は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定に基づき、

経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、就学に必要な費

用を援助すること（以下「就学援助」という。）により、小学校及び中学校における義

務教育の円滑な実施に資することを目的とする。 

  （適用範囲） 

第２条  この要綱は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒のうち、経済的理由によ

って就学が困難と認められる者の保護者であって、あさぎり町に住所を有する者に適

用する。 

（１）あさぎり町立小学校及び中学校に通学する者で、あさぎり町に住所を有する児

童生徒 

（２）あさぎり町に住所を有する者で、あさぎり町外の小学校及び中学校に通学する

児童生徒 

  （定義） 

第３条  就学が困難と認められる児童生徒の保護者とは、次の各号のいずれかに該当す

る者で、あさぎり町教育委員会が認定した者をいう。 

  （１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に定める要保護者（以

下「要保護者」という。） 

  （２）要保護者に準ずる程度に困窮している者で、別表１の各項のいずれかに該当す

る者 

  （援助） 

第４条  就学援助の支給対象費用（以下「就学援助費」という。）は事務取扱要領で定め

るものとし、生活保護法に基づく援助が行われているものを除き支給する。 

  （申請） 

第５条  前条に定める援助を受けようとする者は、別に定めるところにより、教育委員

会に申請しなければならない。 

  （援助の決定） 

第６条  就学援助費の支給の決定は、あさぎり町教育委員会が行うものとする。 

  （援助の方法） 

第７条  就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、特別の理由があると

きは、現物給付によって行うことができる。 

  （委任） 

第８条  就学援助費の支給を受けようとする者は、請求及び受領並びに過誤払金の返納

に関する一切の権限を校長に委任しなければならない。 

  （その他） 

第９条  この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

      附  則 

  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 



別表１（第３条関係） 

要保護者に準ずる者の認定基準 

１ 児童生徒と同居する世帯全員の収入合計額が生活保護法に規定する生活保護

基準額の１．３倍未満であること。ただし、教育委員会において援助が必要と

認められたものはこの限りではない。 

２ 前年度又は当該年度に次のいずれかの措置を受けた者 

（１）生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 

（２）地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項に基づく市町村

民税の非課税 

（３）地方税法第３２３条に基づく市町村民税の減免 

（４）地方税法第７２条の６２に基づく個人の事業税の減免 

（５）地方税法第３６７条に基づく固定資産税の減免 

（６）国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第８９条及び第９０条に基づく

国民年金保険料の減免 

（７）国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７７条に基づく保険料減

免又は徴収猶予 

（８）児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条に基づく児童扶養手

当の支給 

（９）生活福祉年金貸付制度による貸付 

３ ２以外の者で、経済的に困窮している者 

 


